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令和２年度変更案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三重県水防計画 令和２年度変更案 

 

 

令和２年度三重県水防計画の変更は、令和２年度調査による組織人員などの時点修

正を行うとともに、適切な水防情報を提供するため、水位周知河川３河川の設定水位

を変更します。 

 

１ 組織人員数などの修正       

水防支部職員（各建設事務所）、水防管理団体職員（各市町）、消防団員の組織人

員、重要水防区域、危機管理型水位計、水防倉庫内備蓄資材数などは、令和２年 4

月に入ってから各関係機関に調査し、その結果を受けて変更します。 

 

２ 水位周知河川の設定水位の変更                          

 〇国管理区間河川の１河川の設定水位を変更します。Ｐ３～Ｐ４ 

  （水防警報にかかる設定水位も同様に変更します） 

 国管理区間河川の水位周知河川と設定水位 

河川名 観測所名 旧・新 
水防団待

機水位  

（ｍ） 

氾濫注意 

水位  

（ｍ） 

避難判断 

水位  

（ｍ） 

氾濫危険  

水位  

（ｍ） 

相野谷川 高岡 旧 2.00 3.10 下表（ ） 下表（ ） 

相野谷川  高岡 新 2.00 3.10 下表  下表 

 

下表：相野谷川（高岡）地区別特別警戒水位 

 

輪中堤 

第一避難 

判断水位 

※１ 

新   旧 

第一氾濫危険

相当水位 

※２ 

新   旧 

第二避難 

判断水位 

 

 新   旧 

第二氾濫危険

相当水位 

※３ 

 新   旧 

鮒田地区 6.18   (4.19) 6.84   (5.23) 7.80   (5.23) 8.80   (6.27) 

高岡地区 3.84   (3.48) 4.81   (4.46) 7.80   (4.46) 8.80   (5.44) 

大里地区 4.73   (4.15) 5.72   (5.13) 7.80   (5.13) 8.80   (6.11) 

※１通行止め・陸閘操作員出動水位 

※２陸閘操作水位 

※３輪中堤防高（9.4ｍ）－余裕高（0.6ｍ） 

 

 

 

 



〇県管理区間河川の２河川について設定水位を変更します。Ｐ５～Ｐ６ 

 （水防警報にかかる設定水位も同様に変更します） 

県管理区間河川の水位周知河川と設定水位 

河川名 観測所名 旧・新 
水防団待

機水位  

（ｍ） 

氾濫注意 

水位  

（ｍ） 

避難判断 

水位  

（ｍ） 

氾濫危険  

水位  

（ｍ） 

愛宕川 

宮町 旧 1.11 1.56 1.56 1.78 

宮町 新 1.11 1.56 1.56 2.04 

  

河川名 観測所名 旧・新 
水防団待

機水位  

（ｍ） 

氾濫注意 

水位  

（ｍ） 

避難判断 

水位  

（ｍ） 

氾濫危険  

水位  

（ｍ） 

板屋川 

所山 旧 2.00 2.60 2.60 2.60 

所山 新 2.00 2.70 3.00 3.50 

 

 


